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第１号議案 東京都市計画下水道東京都公共下水道の変更〔東京都からの意見照会〕 

 

  上記の議案を提出する。 

 

   令和８年１月１３日 

 

提 出 者  足 立 区 長 近 藤  弥 生 

 

 

東京都市計画下水道の内容を、別添計画書のとおり変更するにあたり意見聴取する。 

 

（提案理由） 

  東京都市計画下水道東京都公共下水道を変更するにあたり、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準

用する同法第１８条第１項の規定に基づき、東京都から足立区の意見を聞くための照会があった。 

この照会に対して回答するため、足立区都市計画審議会に提案する。 

  



２ 

 

 

都市計画の案の理由書 

 

１ 種類・名称 

東京都市計画下水道 

東京都公共下水道 宮城ポンプ場 

 

２ 理 由 

宮城ポンプ場は、足立区宮城二丁目地内に位置し、足立区の一部、約９０ヘクタールの地域からの雨水を吸揚 

し、隅田川へ放流している施設である。 

昭和３７年に都市計画決定され、昭和３９年に稼働し、約６０年が経過しており施設の老朽化が進んでいる。

このため、みやぎ水再生センター内に代替施設である雨水ポンプ棟を新設し、雨水の流下先を切り替えた。 

このことにより、宮城ポンプ場が都市施設として不要となることから、宮城ポンプ場及び宮城ポンプ場放流管 

渠廃止のための都市計画変更を行う。 

 



３



４ 

 

東京都市計画下水道の変更（東京都決定） 

東京都市計画下水道 東京都公共下水道「３ 下水道管渠」中 宮城ポンプ場放流管渠、「４ その他の施設」中 宮城ポンプ場を次のよ

うに廃止する。 

 

３ 下水道管渠 

名  称 位  置 敷地面積 備  考 

小
台
処
理
区 

宮城ポンプ場放流管渠 ― ― 廃止 

 

４ その他の施設 

 （１）ポンプ施設 

名  称 位  置 敷地面積 備  考 

小
台
処
理
区 

宮城ポンプ場 ― ― 廃止 

「区域は、計画図表示のとおり」 

 

理由：宮城幹線の流下先を、みやぎ水再生センター内の宮城ポンプ場から雨水ポンプ棟へ切り替える接続工事が完了し、宮城ポンプ場

へ流入する雨水がなくなったため、宮城ポンプ場を廃止する。 

 



 

５ 

東京都市計画下水道の変更（東京都決定） 

新旧対照表 

３ 下水道管渠 

名  称 新

旧 

位  置 

起  点 

位  置 

終  点 

備 考 

小
台
処
理
区 

宮城ポンプ場放流管渠 

新 ― ― 廃止 

旧 足立区宮城二丁目地内 足立区宮城二丁目地内  

 

４ その他の施設 

 （１）ポンプ施設 

名  称 新

旧 

位  置 敷地面積 備 考 

小
台
処
理
区 

宮城ポンプ場 

新 ― ― 廃止 

旧 足立区宮城二丁目地内 ― 
みやぎ水再生 

センター内 

 



６ 
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「この地図は、東京都縮尺 1/2,500 地形図を使用（7都市基交第 918 号）して作成したものである。無断複製を禁ずる。」「この地図の著作権は、東京都及び株式会社ミッドマップ東京に帰属する。」 

「（承認番号）7都市基街都第 158 号、令和 7 年 9月 8 日」 
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「この地図は、東京都縮尺 1/2,500 地形図を使用（7都市基交第 918 号）して作成したものである。無断複製を禁ずる。」「この地図の著作権は、東京都及び株式会社ミッドマップ東京に帰属する。」 

「（承認番号）7都市基街都第 158 号、令和 7 年 9月 8 日」 

７ 

東京都市計画下水道 

東京都公共下水道（宮城ポンプ場）計画図     
〔東京都決定〕   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

凡　例

計画変更廃止線

廃 止 区 域

縮尺２５００分の１ 

７ 10 21 

縮小版 


